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第１回中泊町議会臨時会

令和 ５年 １月１６日（月曜日）

〇議事日程 第１号

１ 仮議席の指定

２ 議長の選挙

〇追加議事日程（第１号の追加）

１ 議席の指定

２ 会議録署名議員の指名

３ 会期の決定

４ 副議長の選挙

５ 常任委員会委員の選任

６ 議会運営委員会委員の選任

７ 五所川原地区消防事務組合議会議員の互選（２名）

８ 西北五環境整備事務組合議会議員の選任（２名）

９ 西北五広域福祉事務組合議会議員の選任（１名）

１０ つがる西北五広域連合議会議員の選挙（１名）

１１ 町長提案理由の説明

１２ 報告第１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和４年度中泊町一般会計補正予算第１２号につ

いて）

１３ 議案第１号 令和４年度中泊町一般会計補正予算第１３号につい

て

１４ 議案第２号 議会選出監査委員の選任について

１５ 次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項について

〇出席議員（１３名）

１番 鈴 木 長一郎 君 ２番 田 中 洋 君

３番 成 田 直 人 君 ４番 秋 元 隆 君

５番 塚 本 悦 子 君 ６番 荒 関 富 雄 君

７番 秋 田 博 君 ８番 長 利 司 君

９番 兵 庫 桂 蔵 君 １０番 青 山 雅 晴 君
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１１番 沖 崎 勲 君 １２番 野 上 憲 幸 君

１３番 川 山 光 則 君

〇欠席議員（なし）

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 鈴 木 信 也 君

総 務 課 長 毛 内 康 裕 君

財 政 課 長 山 中 哲 哉 君

総 合 戦 略 課 長 三 上 晃 瑠 君

税 務 課 長 太 田 光 平 君

町 民 課 長 三 上 康 栄 君

福 祉 課 長 下 山 貴 子 君

環 境 整 備 課 長 藤 本 雅 久 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君

水 産 商 工 観 光 越 野 進 一 君
課 長

小 泊 支 所 長 藤 田 康 久 君

教 育 課 長 長 利 香代子 君

会 計 課 長 藤 田 順 悦 君

上 下 水 道 課 長 鈴 木 輝 文 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 宮 越 裕 子 君

総 務 課 行 政 係 白 川 隼 君
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開会 午前１０時００分

◎町長挨拶

〇議会事務局長（宮越裕子君） 本臨時会は、一般選挙後、初めての議会です。

しばらくの間、事務局において日程を進めさせていただきます。

まず、初議会でありますので、議会の招集者であります濱舘町長か

らご挨拶をお願いいたします。

〇町長（濱舘豊光君） 臨時会開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げた

いと思います。

議員の皆様方におかれましては、去る１２月１８日に執行されまし

た中泊町議会議員一般選挙におきましてご当選され、町民を代表する

要職に就かれましたこと、心よりお祝いを申し上げます。

また、これから皆様方とともに切磋琢磨させていただき、よりよい

町政運営が実現されるよう切にお願いを申し上げます。

さて、人口減少と少子高齢化による地域力の低下は、当町のみなら

ず、全国津々浦々にわたる課題となっております。

地域力を高めるためには、町と地域自らが様々な工夫と努力により、

一丸となって町政運営に取り組んでいくことが求められていると考え

ているところでございます。

依然として厳しい財政運営など課題が山積しておるわけであります

が、緊急性、優先性を踏まえながら、様々な行政課題に真正面から取

り組み、一次産業でしっかり食べていける町、そして住民の皆様が安

心して楽しく暮らせる町の実現に向けて、誠心誠意努力してまいりま

すので、議員の皆様方のご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願いを申

し上げたいと思っております。

本臨時会は、議長並びに副議長の選挙をはじめ、その他の提出案件

につきましてもご審議いただくための臨時会であります。この後、組

織編成が順調に行われ、新議長の下で提出案件の御議決、ご同意を賜

りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇議会事務局長（宮越裕子君） これから議会の開会に当たり、議長が選挙さ

れるまでの間、地方自治法第１０７条の規定によって、出席議員の中

で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。

ただいまの出席議員の中で、秋田博議員が年長の議員でありますの
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で、ご紹介いたします。

それでは、秋田博議員、議長席にお着きください。

（臨時議長、議長席に着く）

◎開会の宣告

〇臨時議長（秋田 博君） ただいまご紹介いただきました秋田です。地方自

治法第１０７条の規定によって、臨時の議長の職務を行います。議員

各位のご協力をよろしくお願いいたします。

ただいまの出席議員数は１３名です。定足数に達していますので、

ただいまから令和５年第１回中泊町議会臨時会を開会します。

◎開議の宣告

〇臨時議長（秋田 博君） これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

◎仮議席の指定

〇臨時議長（秋田 博君） 日程第１、仮議席の指定を行います。

仮議席は、ただいま着席の議席どおりです。

◎議長の選挙

〇臨時議長（秋田 博君） 日程第２、議長の選挙を行います。

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２

項の規定によって指名推選にしたいと思います。ご異議ございません

か。

６番、荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） 異議あり。投票でお願いします。

〇臨時議長（秋田 博君） ただいま荒関議員から異議ありとのことですので、

選挙の方法は投票で行うことにいたします。

議場を閉めます。

（議場閉鎖）

〇臨時議長（秋田 博君） ただいまの出席議員数は１３名です。

次に、立会いの指名をします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人は１番の鈴木長一
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郎議員及び２番、田中洋議員を指名します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇臨時議長（秋田 博君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇臨時議長（秋田 博君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇臨時議長（秋田 博君） 投票箱は異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。事務局長が仮議席番号と氏名を読み

上げますので、順番に投票をお願いします。

（投 票）

〇臨時議長（秋田 博君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇臨時議長（秋田 博君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。開票の立会いは、鈴木長一郎議員及び田中洋議員

に開票の立会いをお願いします。

（開 票）

〇臨時議長（秋田 博君） それでは、開票の報告をいたします。

投票総数 １３票

有効投票 １３票

無効投票 ゼロ

有効投票のうち

川山光則議員 １０票

荒関富雄議員 ３票

以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は４票です。

したがって、川山光則議員が議長に当選されました。

議場の出入口を開きます。

（議場開鎖）

〇臨時議長（秋田 博君） ただいま議長に当選されました川山議員が議場に

おられますので、会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告知



- 6 -

をします。

川山議員、議長就任のご挨拶をお願いします。

（１０番 川山光則君登壇）

〇１０番（川山光則君） 一言ご挨拶を申し上げます。

本日は、皆さんのご推挙により議長という大役を仰せつかりました。

心から感謝申し上げます。

さて、私としては、これまでの懸案でありました議会基本条例の制

定、また全国的に話題になっている町村議会議員の成り手不足等につ

いての話合いを積極的に進めていきたいと思っております。

議員各位のご指導、ご協力を得ながら、町民の負託に応えられるよ

う一生懸命努めるつもりです。どうか今後ともよろしくお願い申し上

げます。誠にありがとうございました。

〇臨時議長（秋田 博君） これで臨時議長の職務は全部終了しました。ご協

力ありがとうございます。

それでは、川山光則議長、議長席にお着きください。

（議長、議長席に着く）

〇議長（川山光則君） それでは、ただいまから議会運営に当たらせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。

ここで暫時休憩します。

休憩 午前１０時２９分

再開 午前１０時３５分

〇議長（川山光則君） 休憩中の会議を再開します。

◎日程の追加

〇議長（川山光則君） 議事日程の追加をいたします。

追加した日程は、お手元に配りました議事日程第１号の追加のとお

りであります。

◎追加日程第１ 議席の指定

〇議長（川山光則君） 追加日程第１、議席の指定を行います。

議席は、会議規則第４条第１項の規定によって、お手元に配りまし
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た議席名簿のとおり指定します。

各自名札を持って指定された議席に着席願います。

（各議員、指定の議席に着席）

◎追加日程第２ 会議録署名議員の指名

〇議長（川山光則君） 追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、

１番、鈴木長一郎議員、２番、田中洋議員を指名します。

◎追加日程第３ 会期の決定

〇議長（川山光則君） 追加日程第３、会期の決定の件を議題にします。

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、本臨時会の会期は本日１日と決定しました。

◎追加日程第４ 副議長の選挙

〇議長（川山光則君） 追加日程第４、副議長の選挙を行います。

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２

項の規定によって指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。

お諮りします。指名の方法については、沖崎勲議員に指名していた

だきたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、沖崎勲議員に指名していただくことに決定しました。

沖崎勲議員から指名願います。沖崎議員。

〇１１番（沖崎 勲君） ４番、秋元隆議員を指名します。

〇議長（川山光則君） お諮りします。

ただいま沖崎勲議員が指名しました秋元隆議員を副議長の当選人と
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定めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名されました秋元隆議員が副議長に当選さ

れました。

ただいま副議長に当選されました秋元隆議員が議場におられます。

会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告知をします。

秋元隆議員に副議長就任のご挨拶をお願いします。秋元隆議員。

（４番 秋元 隆君登壇）

〇４番（秋元 隆君） ただいま栄誉ある中泊町議会副議長に選任を賜り、大

変光栄に存じますとともに、心から熱くお礼を申し上げます。

ここにご推挙をいただきましたからには、議長を補佐し、皆様方の

お力添えをいただきながら、円滑なる議会運営に努めてまいる所存で

ございます。

どうか皆様方におかれましても、今後とも一層のご指導、ご鞭撻を

賜りますよう心からお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございます

が、就任の挨拶に代えさせていただきます。どうもありがとうござい

ます。

〇議長（川山光則君） ここで暫時休憩します。

休憩 午前１０時４０分

再開 午前１０時４４分

〇議長（川山光則君） 休憩中の会議を再開します。

◎追加日程第５ 常任委員会委員の選任及び追加日程第６

議会運営委員会委員の選任

〇議長（川山光則君） 追加日程第５、常任委員会委員の選任及び追加日程第

６、議会運営委員会委員の選任を一括して行います。

各常任委員会委員の選任及び議会運営委員会委員の選任について

は、委員会条例第８条第１項の規定によって、お手元に配りました名

簿のとおり私が指名したいと思います。

お諮りします。お手元に配りました名簿のとおり指名することにご
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異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、各常任委員会委員の選任及び議会運営委員会委員の選

任は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。

これより委員会条例第９条第２項によって、各常任委員会及び議会

運営委員会の正副委員長を互選していただきます。

総務文教常任委員会は委員会室１、産業福祉常任委員会は委員会室

２をご使用ください。各常任委員会の正副委員長互選の後に、議会運

営委員会は議長室をご使用ください。

暫時休憩します。

休憩 午前１０時４６分

再開 午前１０時５２分

〇議長（川山光則君） 休憩中の会議を再開します。

各常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長の互選の結

果をご報告します。

総務文教常任委員会委員長、兵庫桂蔵議員、副委員長、塚本悦子議

員。

産業福祉常任委員会委員長、荒関富雄議員、副委員長、成田直人議

員。

議会運営委員会委員長、野上憲幸議員、副委員長、長利司議員。

以上です。

◎追加日程第７ 五所川原地区消防事務組合議会議員の互

選

〇議長（川山光則君） 追加日程第７、五所川原地区消防事務組合議会議員の

互選を行います。

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２

項の規定によって指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。
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したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにした

いと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定しました。

五所川原地区消防事務組合議会議員に、沖崎勲議員、田中洋議員の

両名を指名します。

お諮りします。ただいま指名しました沖崎勲議員、田中洋議員を五

所川原地区消防事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しました沖崎勲議員、田中洋議員が五所

川原地区消防事務組合議会議員に当選されました。

ただいま五所川原地区消防事務組合議会議員に当選された沖崎勲議

員、田中洋議員が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定

によって当選の告知をします。

◎追加日程第８ 西北五環境整備事務組合議会議員の選任

〇議長（川山光則君） 追加日程第８、西北五環境整備事務組合議会議員の選

任を行います。

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２

項の規定によって指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにした

いと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定しました。

西北五環境整備事務組合議会議員に、野上憲幸議員、長利司議員を
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指名します。

お諮りします。ただいま指名しました野上憲幸議員、長利司議員を

西北五環境整備事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しました野上憲幸議員、長利司議員が西

北五環境整備事務組合議会議員に当選されました。

ただいま西北五環境整備事務組合議会議員に当選された野上憲幸議

員、長利司議員が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定

によって当選の告知をします。

◎追加日程第９ 西北五広域福祉事務組合議会議員の選任

〇議長（川山光則君） 追加日程第９、西北五広域福祉事務組合議会議員の選

任を行います。

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２

項の規定によって指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにした

いと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定しました。

西北五広域福祉事務組合議会議員に、塚本悦子議員を指名します。

お諮りします。ただいま指名しました塚本悦子議員を西北五広域福

祉事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しました塚本悦子議員が西北五広域福祉

事務組合議会議員に当選されました。

ただいま西北五広域福祉事務組合議会議員に当選された塚本悦子議
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員が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によって当選

の告知をします。

◎追加日程第１０ つがる西北五広域連合議会議員の選挙

〇議長（川山光則君） 追加日程第１０、つがる西北五広域連合議会議員の選

挙を行います。

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２

項の規定によって指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにした

いと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定しました。

つがる西北五広域連合議会議員に、荒関富雄議員を指名します。

お諮りします。ただいま指名しました荒関富雄議員をつがる西北五

広域連合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しました荒関富雄議員がつがる西北五広

域連合議会議員に当選されました。

ただいまつがる西北五広域連合議会議員に当選された荒関富雄議員

が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によって当選の

告知をします。

◎追加日程第１１ 町長提案理由の説明

〇議長（川山光則君） 追加日程第１２、報告第１号 専決処分した事項の報

告及び承認を求めるの件から追加日程第１４、議案第２号 議会選出

監査委員の選任についてまでを一括上程します。

町長に提案理由の説明を求めます。

濱舘町長。
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（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 本日、令和５年第１回中泊町議会臨時会を招集いたし

ましたところ、議員の皆様方にはご出席を賜り、ここに開会できまし

たことを厚く御礼申し上げます。

今臨時会に提案をさせていただきました議案は、報告１件、議案２

件でありますが、その概要を申し上げ、ご審議の参考に供したいと存

じます。

報告第１号は、令和４年度中泊町一般会計補正予算第１２号につい

てであります。

マイナンバーカード申請受付及びマイナポイント利用促進事業の延

長に伴い、所要の予算補正を要することから専決処分いたしましたの

で、これを報告し、承認を求めるものであります。

議案第１号は、令和４年度中泊町一般会計補正予算第１３号につい

てであります。

補正額は、歳入歳出とも５億１，０６０万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１００億５，９５１万２，０００円とするもの

であります。

補正する歳出の主なものは、衛生費に、災害等廃棄物処理費及び出

産・子育て応援交付金、商工費に、徐福の里物産品直売所冷凍ショー

ケース購入費、土木費に、除排雪経費、災害復旧費に、農林業用施設

災害復旧工事費及び道路・河川災害復旧工事費、中泊町一般廃棄物最

終処分場災害復旧に伴う測量・設計業務等を計上しております。

歳入につきましては、歳出との関連において、国庫支出金、県支出

金、町債等を計上したほか、今回の補正財源として財政調整基金繰入

金を計上いたしております。

地方債につきましては、災害復旧事業の所要額に基づき、追加、変

更しております。

議案第２号は、議会選出監査委員の選任についてであります。

令和５年１月１５日で任期満了となった町議会議員選出の監査委員

について、後任を選任するに当たり議会の同意を求めるため提案する

ものであります。

以上で本議会臨時会に提案いたしました議案の説明とさせていただ

きますが、議事の進行に従い、ご質問に応じ、詳細にご説明申し上げ
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たいと存じます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御決議を賜りますようお願いを

申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお

願いします。

◎追加日程第１２ 報告第１号

〇議長（川山光則君） 追加日程第１２、報告第１号 専決処分した事項の報

告及び承認を求めるの件を議題にします。

本件について担当課長に説明を求めます。

山中財政課長。

〇財政課長（山中哲哉君） 報告第１号 専決処分した事項の報告及び承認を

求めるの件についてご説明申し上げます。

令和４年１２月２７日付で専決処分をいたしました専決第２０号

は、令和４年度中泊町一般会計補正予算第１２号であります。

マイナンバーカード申請受付及びマイナポイントの利用促進事業の

延長に伴い、所要の予算補正を要することから専決処分をしたもので

ございます。

２ページを御覧願います。今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ３６７万５，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９５億４，８９０万９，０００円とす

るものであります。

歳入歳出予算補正について、歳入歳出補正予算事項別明細書により

主なものについてご説明いたします。

それでは、最初に歳出についてご説明いたします。５ページを御覧

願います。３、歳出。第２款総務費、第１項総務管理費、第１９目緊

急対策費に、マイナンバーカードのマイナポイント付与期間の延長に

伴う窓口設置経費として、３節職員手当等から１２節委託料まで合計

で２９９万３，０００円を計上しております。

第３項戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍住民基本台帳費に、マイナ

ンバーカードの申請受付等に係る経費として、３節職員手当等から１

０節需用費まで合計で６８万２，０００円を計上しております。

次に、歳入についてご説明いたします。２、歳入では、歳出の関連

において、第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、第１目総務費補
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助金、１節総務管理費補助金に、個人番号カード交付事務費補助金及

びマイナポイント事業費補助金、合計で３６７万３，０００円を計上

しております。

第１８款繰入金、第１項基金繰入金、第１目財政調整基金繰入金に

２，０００円を計上しております。

以上、令和４年度中泊町一般会計補正予算第１２号についてご説明

いたしました。

〇議長（川山光則君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

報告第１号を採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり承認することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第１号は原案のとおり承認されました。

◎追加日程第１３ 議案第１号

〇議長（川山光則君） 追加日程第１３、議案第１号 令和４年度中泊町一般

会計補正予算第１３号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

山中財政課長。

〇財政課長（山中哲哉君） 議案第１号 令和４年度中泊町一般会計補正予算

第１３号についてご説明いたします。

今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５億１，０６０万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１００億５，９５１万２，０００円とするものでござい

ます。

歳入歳出予算の補正について、歳入歳出補正予算事項別明細書によ
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り主なものについてご説明いたします。

最初に、歳出についてご説明いたします。８ページを御覧願います。

３、歳出。第４款衛生費、第２項清掃費、第３目災害対策費、１２節

委託料に災害等廃棄物処理費３５０万２，０００円を、第３項母子保

健費、第１目母子保健費に出産・子育て応援交付金３００万円を計上

しております。

第７款商工費、第１項商工費、第４目緊急対策費に徐福の里物産品

直売所冷凍ショーケース購入費として１２９万６，０００円を計上し

ております。

第８款土木費、第２項道路橋梁費、第３目防雪対策費に町道除雪委

託料として３，００３万５，０００円を計上しております。

第１１款災害復旧費、第１項農林水産業施設災害復旧費、第１目農

業用施設災害復旧費、１４節工事請負費に今泉地区農業用施設（農道）

災害復旧工事費から、９ページを御覧願います。薄市地区農業用施設

（水路）災害復旧工事費まで合計で１億３４５万８，０００円を、第

２目林業施設災害復旧費、１４節工事請負費に林道袴腰山線１号箇所

災害復旧工事から、１０ページを御覧願います。林道第２袴腰山線６

号箇所災害復旧工事費まで合計で６，８４７万８，０００円を、第２

項公共土木施設災害復旧費、第１項道路橋梁災害復旧費、１４節工事

請負費に、下前海岸２号線道路災害復旧工事費から竜飛線道路災害復

旧工事費まで合計で２億１，８７８万５，０００円を、第２目河川災

害復旧費、１４節工事請負費に、１１ページを御覧願います。相の股

沢川河川災害復旧工事費から折腰内川河川災害復旧工事費まで合計で

６，７６２万８，０００円を計上しております。

第３項厚生労働施設災害復旧費、第１目衛生施設災害復旧費、１２

節委託料に中泊町一般廃棄物最終処分場の災害復旧に係る測量・設計

等で１，３４６万４，０００円を、１４節工事請負費に砂山霊園法面

復旧工事費６２万７，０００円を計上しております。

次に、歳入の主なものについてご説明いたします。恐れ入りますが、

６ページにお戻り願います。２、歳入。第１４款国庫支出金、第２項

国庫補助金、第３目衛生費補助金に出産・子育て応援交付金２００万

円を、第６目災害復旧費補助金、１節公共土木施設災害復旧費補助金

に公共土木施設災害復旧事業費補助金、現年災分として２億１，６３
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５万４，０００円を、２節農林水産業施設災害復旧費補助金に農地・

農業用施設災害復旧事業費補助金（現年災）及び林業施設災害復旧事

業費補助金（現年災）、合計で１億２，４６９万８，０００円を計上

しております。

第１５款県支出金、第２項県補助金、第３目衛生費補助金に出産・

子育て応援補助金５０万円を計上しております。

第１８款繰入金、第１項基金繰入金、第１目財政調整基金繰入金に、

今回の補正財源として５，０８５万１，０００円を計上しております。

第２１款町債、第１項町債、第８目災害復旧債、１節公共土木施設

災害復旧事業債から、７ページを御覧願います。３節厚生労働施設災

害復旧事業債まで合計で１億１，６２０万円を計上しております。

次に、地方債補正についてご説明いたします。恐れ入りますが、４

ページにお戻り願います。第２表、地方債補正。１、追加では、農地・

農業用施設災害復旧事業（現年災）、林業施設災害復旧事業（現年災）、

衛生施設災害復旧事業（現年災）を利率年４％以内として、限度額合

計４，７００万円と定め、２、変更では、公共土木施設災害復旧事業

（現年災）について、事業の追加に伴い限度額を変更しております。

以上、議案第１号 令和４年度中泊町一般会計補正予算第１３号に

ついてご説明いたしました。

〇議長（川山光則君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。
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◎追加日程第１４ 議案第２号

〇議長（川山光則君） 追加日程第１４、議案第２号 議会選出監査委員の選

任についてを議題にします。

地方自治法第１１７条の規定により、成田直人議員の退場を求めま

す。

（３番 成田直人君退場）

〇議長（川山光則君） 本案について町長に説明を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 議案第２号 議会選出監査委員の選任についてご説明

申し上げます。

成田直人議員は、当選２回の中堅議員であり、現在も小泊漁業協同

組合の組合長として町の経済を支えるためご尽力いただいておりま

す。企業会計や行政全般に精通しておられることから、町行政を広範

囲にわたり見ていただくことになる監査委員としては適任であると判

断し、選任いたしたいと存じますので、議員の皆様方のご同意を賜り

ますようお願いを申し上げます。よろしくお願いします。

〇議長（川山光則君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号は原案のとおり同意することに決定しまし

た。

成田直人議員の入場を許可します。

（３番 成田直人君入場）
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◎追加日程第１５ 次期議会の会期日程及び議会運営に関

する事項について

〇議長（川山光則君） 追加日程第１５、次期議会の会期日程及び議会運営に

関する事項についてを議題にします。

お諮りします。次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項につ

いては、閉会中の審査事項とし、議会運営委員会に付託したいと思い

ます。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（川山光則君） 異議なしと認めます。

したがって、次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項につい

ては閉会中の審査事項とし、議会運営委員会に付託することに決定し

ました。

◎閉会の宣告

〇議長（川山光則君） 以上で本臨時会の会議に付議された案件は全部終了し

ました。

会議を閉じます。

これをもちまして令和５年第１回中泊町議会臨時会を閉会します。

閉会 午前１１時１８分




